
町からのお知らせ

　

少
子
高
齢
化
な
ど
に
よ
る
人
口
減

少
に
よ
り
、
身
近
に
あ
っ
た
商
店
が

減
少
し
、
特
に
車
な
ど
を
持
た
な
い

高
齢
者
に
と
っ
て
は
、
日
常
生
活
に

必
要
な
食
料
品
な
ど
の
買
い
物
が
困

難
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
町
で
は
、
平
成
28
年
度
に

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
な
ど

を
踏
ま
え
、
福
祉
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
商
工
の
視
点
か
ら
買
い
物
環

境
の
充
実
及
び
商
業
機
能
の
維
持
、

高
齢
者
世
帯
の
見
守
り
を
目
的
に
次

の
事
業
を
実
証
実
験
と
し
て
実
施
し

ま
す
。

［
御
用
聞
き
事
業
（
地
域
限
定
）］

　

高
齢
者
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
の
希

望
者
の
方
に
対
し
、
見
守
り
を
兼
ね

て
週
１
回
程
度
の
宅
配
（
食
料
品
な

ど
）
を
し
ま
す
。

▼
対
象

①
蚕
桑
地
区
に
お
住
ま
い
の
方

②
65
歳
以
上
の
方
で
構
成
さ
れ
た
世
帯

③
商
品
の
注
文
か
ら
支
払
い
ま
で
を

　

自
身
で
で
き
る
方

［
移
動
販
売
支
援
事
業
］

　

食
料
品
な
ど
の
日
用
品
の
調
達
が

困
難
な
地
域
に
お
い
て
、
住
民
の
買

い
物
環
境
と
商
業
機
能
を
維
持
す
る

た
め
に
、
移
動
販
売
の
実
施
事
業
者

へ
燃
料
費
と
修
繕
費
の
一
部
を
支
援

し
ま
す
。

▼
対
象

①
町
内
に
本
店
の
あ
る
事
業
者

②
商
品
を
販
売
す
る
設
備
及
び
冷
蔵

　

機
能
を
備
え
た
車
両
で
、
巡
回
し

　

て
日
用
生
活
物
資
を
販
売
す
る
事

　

業
者

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
買
い
物
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
事
業
］

　

買
い
物
な
ど
の
移
動
手
段
と
し
て

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
を
利
用
さ
れ
る

方
に
、
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を
発
行
し
、

ポ
イ
ン
ト
が
満
点
に
な
る
と
特
典
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
対
象　

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
利
用
者

※
御
用
聞
き
事
業
及
び
買
い
物
ポ
イ

　

ン
ト
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、
５
月
以

　

降
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

詳
細
は
「
広
報
し
ら
た
か
５
月
16

　

日
号
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

商
工
観
光
課
商
工
振
興
係

☎
85

－

６
１
３
６

平
成
29
年
度
新
規
事
業

■ 【
実
証
実
験
】
買
い
物
支
援
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

国民年金
からの
お知らせ平成 29年度『移動年金相談日』が決まりました

　白鷹会場の相談日が、３カ月に１回になります。
長井会場でも相談を受けることができます。両会場
ともに予約制になっていますので、各開催地に直接
お申し込みください。

相談日 場　所

４月５日（水） 長井市 交流センター ふらり

６月 21日（水） 白鷹町 中央公民館

７月５日（水） 長井市 交流センター ふらり

９月 20日（水） 白鷹町 中央公民館

10月４日（水） 長井市 交流センター ふらり

12月 20日（水） 白鷹町 中央公民館

１月９日（火） 長井市 交流センター ふらり

３月 20日（火） 白鷹町 中央公民館

▼申し込みは…

白鷹会場―白鷹町役場　戸籍年金係　☎85-6129
長井会場―長井市役所　市民相談センター　☎87-0682
受付時間―午前８時30分～午後５時15分（土日祝日を除く）

相談時間―白鷹→午前10時～午後２時

　　　　　長井→午前９時30分～午後２時

※詳しくは、役場戸籍年金係へお問合せください。　

★米沢年金事務所でも随時年金相談を行っています。待ち
　時間がないように、予約をしてから行かれることをお勧
　めします。
【☎0238-22-4220（自動音声案内）→9→5（職員対応）】
※「基礎年金番号」・「相談者氏名」・「電話番号」・「相談内容」

　等を確認させていただきます。

すでに保険料納付を猶予され、引き続き在学予定の方へ、３月末

にハガキ形式の平成29年度学生納付特例申請書が送付されました。

忘れずにお手続きください。

学生納付特例申請について
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